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　S u i c a や PA S M Oといった交

通系から n a n a c o などの流通系

まで、ここ数年で種類も使える

場所も広がり、ますます便利に

なった電子マネー。では、日常

生活のなかで、電子マネーは実

際どの 程 度 利 用されて い るの

でしょうか。

　N R I が今年６月に実施した電

子マネーに関するアンケート調

メイン電子マネーを使いやすさで変えていく利用者も
──電子マネーに関するアンケート調査から

データ潮流

直近1年間のメイン電子マネーの変更状況

43.0％

査によると、買物など（電車など

の 交 通 費を 除く）に 最も利用す

る「メイン 電 子マネー」の月間

利 用 金 額 は 前 年 の 4,3 40 円 か

ら 5,565 円に増加しており、利

用回数も毎月約５回から約７回

に増えています。

　 電 子マ ネー 保 有 者 は、平 均

すると一人 当たり 2 .1 枚の電子

マネーを持っています。そのう

ち、この１年以内でメイン電子

マネーを 変えた 人は 10％を 超

え、なかには、以前利用してい

た電子マネーをまったく使わな

くなった人もいます。

　また、電子マネーの普及に伴

い、電子マネーを対象とした法

規制についても、利用者の関心

が高まりつつあることがうかが

えます。

調査概要）「電子マネーに関するアンケート調査（第2回）」
調査対象＝	首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）1000人、東海（愛知、三重、岐阜）250人、
	 	 近畿（大阪、京都、兵庫、奈良）500人、福岡250人の合計2000人
実施時期＝	2008年6月

電子マネーの法規制への
考え方（n＝2,000）

4割程度の人が電子マネ
ーに関する法規制を強化
すべきだと考えている
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直近1年間でメイン電子
マネーを変えた人は全体
でみると1割以上いる

メイン電子マネーを変えて、以
前にメインだった電子マネー
は、まったく使わなくなった

直近1年間ではじ
めて電子マネーを
使い始めた

メイン電子
マネーは変
えていない

メイン電子マネーを変えたが、
以前にメインだった電子マネー
は、今でもときどき使っている
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どちらともいえない

電子マネーのような新しいサービスが
ますます拡大していくためには、国や
行政機関による管理・指導は緩やか
なものにとどめておくべきである

電子マネーを対象とした新たな法律の制定
など、消費者保護の観点から国や行政機
関は電子マネー事業者の管理・監督を速や
かに強化すべきである
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